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12．社会保障政策

経済政策

（2013年度秋学期）

キーワード
 社会保障の役割

 セーフティーネット

 所得再分配機能 と 保険機能

 市場の失敗と社会保障

 モラル・ハザード と 逆選択

 少子高齢化と社会保障

 社会保障財政 への影響

 世代間 の公平性

 社会保障と税の一体改革

 年金

 二階建て年金制度： 国民年金 と 厚生年金

 税 方式 と 保険料 方式 、 積立 方式 と 賦課 方式

 年金一元化

 医療

 後期高齢者医療制度 2
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社会保障の定義

 公的責任によるセーフティネット（安全網）の
提供

① 生活を脅かす事故（疾病、負傷、死亡、老齢、失業
等）によって国民に生活上の困難が生じた場合に

② 国民に健やかで安心できる生活を保障することを目
的として

③ 公的責任で

④ 国民に対し生活を支える給付を支給する政策・制度

（堀勝洋編『社会保障論』より）
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社会保障の種類

 社会保険

年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険等

 公的扶助

生活保護

 社会福祉

高齢者福祉（老人ホーム等）、児童福祉（保育所
等）、障害者福祉等
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社会保障の機能

セーフティネット（安全網）の提供

 所得再分配機能

社会的弱者への所得移転

世代間の所得移転

生活上の困難が生じた者への所得移転

 保険機能（社会保険の場合）

リスクの共有化・分散化
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社会保険と民間保険

 最大の違い・・・強制加入（社会保険）か任意
加入（民間保険）か

 なぜ民間保険に任せないのか

国民の 近視眼 的選択

市場の失敗（ 情報 の不完全性）

逆選択

モラル・ハザード
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少子高齢化の進展

8
（出所） 内閣府「高齢社会白書」平成23年版
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社会保障給付費の推移
種類別社会保障給付費の推移
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2003年度

年金 　44.8兆円

医療 　22.6兆円

福祉他 12.9兆円

合計　 84.3兆円

年金

医療

福祉その他

（年度）

（備考） 国立社会保障・人口問題研究所「社会保障給付費」より作成
（出所） 財務省「我が国の財政事情」

社会保障給付費と社会保険料収入の推移

税・財政赤字
で穴埋め
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一般会計歳出歳入内訳
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その他, 
25.4, 28%

社会保障, 
26.4, 29%

地方交付税

交付金等, 
16.6, 19%

公共事業, 
4.6, 5%

国債費, 
21.9, 24%

平成24年度

一般会計歳出

90.3兆円

税収等, 
42.3, 47%

その他収入, 
3.7, 4%

公債金（＝

財政赤字）, 
44.2, 49%

所得税, 
13.5, 15%

法人税, 8.8, 
10%

消費税, 
10.4, 11%

平成24年度

一般会計歳入

90.3兆円

歳出 歳入

（注） 平成24年度当初予算

国の歳出純計（一般会計＋特別会計）

11
（出所） 財務省「日本の財政関係資料」
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社会保障と税の一体改革 素案骨子

12（出所）日本経済新聞 2011.12.31
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国民負担率の推移

［国民負担率＝（租税負担＋社会保障負担）／国民所得］
［潜在的な国民負担率＝ （租税負担＋社会保障負担＋財政赤字）／国民所得］
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世代別の負担と受益

（出所）内閣府『平成17年度経済財政白書』

15

世代別の純金融資産

（出所）内閣府『平成17年度経済財政白書』
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社会保障を考える上でのポイント

① 社会の変化に対応した効果的な セーフティ

ネットをどう提供するか（国民の生活の安心を
どう確保するか）

② 給付 と 負担 のバランスをどう確保するか

（社会保障財政上の問題）

③ 世代 間の公平をどう図るか
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社会保険制度の主な経緯
年金保険 医療保険 介護保険

1938 国民健康保険法制定

1941 労働者年金保険法制定

1954 新厚生年金保険法制定

1961 国民皆年金スタート 国民皆保険スタート

1973
年金拡充
・ ５万円年金実現
・ 物価スライド導入

医療保険制度拡充
・ 家族7割給付
・ 老人医療無料化

1983 老人患者負担復活

1984 健康保険法改正

1985 年金抜本改正
・基礎年金の創設

1997 介護保険法制定

2000 介護保険スタート

2004 04年度年金改正

2005 医療制度改革大綱 介護保険見直し

2006 健康保険法等改正

2008 後期高齢者医療制度施行

2009 基礎年金国庫負担1/2 後期高齢者医療制度廃止決定

2012 社会保障と税の一体改革

2013 社会保障改革プログラム法
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日本の年金制度の仕組み

２階部分
（報酬比例）

１階部分
（定額）

1044万人 3895万人2001万人

6940万人 ※ 平成21年3月末の加入者数

（出所）厚生労働省ホームページ
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年金の種類

 給付の種類
老齢年金（退職年金）

障害年金

遺族年金

 保険料と年金額
（数値は2009年度）

制度 保険料 年金額 

国民年金 定額 
〔月額 14,660 円〕 

定額 
〔月額 66,008 円〕 

厚生年金 報酬比例 
〔15.704％〕 

報酬比例 
（平均標準報酬×加入月数×乗率） 
〔標準世帯で月額 232,592 円〕 

共済年金 報酬比例 
〔12.230~15.154％〕 

報酬比例 
（厚生年金の乗率に職域加算） 

※．厚生年金の標準世帯は夫婦２人、夫が 40 年間就業（平均標準報酬 36 万円）し、妻が専業主婦だった場合の２人分の金額 
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公的年金の方式

 税 方式 と 社会保険 方式

財源： 税か、保険料か

考え方： 行政措置か、共助の仕組みか

 積立 方式 と 賦課 方式

積立方式・・・自身の積立てた保険料を将来受給

物価上昇 に弱い

賦課方式・・・現役世代の保険料で高齢世代へ給付

人口変動 に弱い

現行・・・ 修正積立 方式（実質的には 賦課 方式）

（参考） 積立方式への移行議論と「二重の負担」問題

21

2004年度年金改正

 給付と負担の均衡

基礎年金の国庫負担割合引上げ（1/3→1/2） ※消費税？

積立金の活用（5年ごと100年間の財政検証）

保険料水準固定方式の導入

（基礎年金13,300円→16,900円、厚生年金13.58％
→18.3％で固定）

マクロ経済スライドの導入

（固定保険料水準に見合う範囲に給付額を自動で抑制）

 多様な生き方、働き方への対応

在職老齢年金の見直し

育児期間支援措置の拡充（保険料免除等）
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保険料引き上げ（厚生年金）

（出所）厚生労働省『平成16年 年金制度改正のポイント』

23

マクロ経済スライド

 年金受給額の決定（厚生年金の場合）

 賃金スライド・・・初めて年金を受給する際に適用

 物価スライド・・・年金受給開始後に適用

 マクロ経済スライド・・・固定保険料水準で年金が賄えなくなる
時に適用

年金受給額 ＝ 平均標準報酬月額 

  × 賃金変動率       ： 賃金スライド 

  × 物価変動率       ： 物価スライド 

  ×（被保険者数変動率－平均余命伸び率） ： マクロ経済スライド 

  × 乗数（0.5481％～0.7308％） 

  × 加入月数 
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年金： 残された課題

 基礎年金国庫負担引上げの財源確保

2009年度に国庫負担1/2へ引上げ

財源の確保は先送り

 第3号被保険者の扱い

 年金一元化の問題

 年金未納問題 cf. 全額税方式化

25

年金一元化

３号１号
国民年金

２号

【現行制度】

３号１号
国民年金

２号

【自公案】
２階部分（厚生年金と共済年金）の一元化

厚生 共済

厚生 共済

３号１号
国民年金

２号

厚生 共済

最低保障

【民主党案】
全て一元化・所得比例化＋最低保障年金
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３号１号
国民年金

２号

厚生 共済

３号１号
国民年金

２号

年金一元化： その他の類型

厚生 共済

① １階部分の一元化
※ １階部分税方式化を含む

② １階・２階それぞれの一元化

③ 全て一元化＆定額化
（１階の一元化＆２階の民営化）

④ 全て一元化＆所得比例化
※ 民主党案、スウェーデン
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医療保険制度の概要

（出所）厚生労働省ホームページ「我が国の医療保険制度について」
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医療保険制度

制度名 
保険者 

〔保険者数〕 
被保険者（加入者） 財源 

健康保険組合 
各健康保険組合 
〔1541〕 

主に大企業 保険料 

協会管掌健康保険 
全国健康保険協会 
〔1〕 

主に中小企業 
保険料 

＋国庫負担 

被

用

者

保

険 共済組合 
各共済組合 
〔76〕 

公務員・私学教職員 保険料 

国民健康保険 
市町村 
〔1818〕 

農業者・自営業者 

退職者 

保険料 

＋国庫負担 

後期高齢者医療制度 
広域連合 
〔47〕 

75 歳以上 
公費負担＋各保険者

負担＋保険料 

※．保険者数は H19 年 3月末時点 
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医療保険制度間の比較
市町村国保 協会管掌健康保険 健康保険組合

保険者数 １，８１８保険者 １保険者 １，５４１保険者
（19年3月末） 〔市町村〕 〔全国健康保険協会〕 〔企業等が組織する健康保険組合〕

加入者数 ４，７３８万人 ３，５９４万人 ３，０４７万人
（19年3月末） 本人1,950万人 家族1,644万人 本人1,546万人 家族1,502万人

加入者平均年齢 ※１ ５５．２歳 ３７．６歳 ３４．５歳
（19年度） （４４．６歳） （３５．２歳） （３３．３歳）
老人加入割合 ※２ 22.50% 3.90% 1.80%
（19年3月末）

平均標準報酬月額 ――― ２８．３万円 ３７．０万円
（19年3月末）

１世帯当たり １４．３万円 １５．８万円 １７．１万円
保険料調定額　※３ （３１．５万円） （３８．２万円）
国庫負担（医療分） 給付費等の４３％ 給付費の１３．０％ 定額

(老健拠出金は16.4%) （予算補助）
　平成２１年度予算 ２兆８，４３５億円 ９，６３５億円 ２８億円
一人当たり診療費
（18年度）

１７．７万円 １１．６万円 １０．２万円

※１　（ ）内は７０歳以上の者を除いた場合。なお、市町村国保については、平成１８年度の数値。

※２　６５歳以上の障害認定者を含む。

※３　18年度決算を基に作成、保険料額には介護分を含まない。また、政管健保及び組合健保は1被保険者当たりの額であり、（ ）内は事業主負担分を含む額。

※４　老人保健対象者を（国保は退職被保険者等も）除いた数値である。

（出所）厚生労働省ホームページ「我が国の医療保険制度について」
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国民医療費の推移と老人医療費

5.9 6.9 8.2
9.7 10.9 11.2 11.7

14.7
16.6

17.6

18.8
18.9 19.2 19.4

5.9
6.4

6.9
7.4

7.8 8.0

8.5

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 92 94 96 98 00 02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

老人医療費以外

老人医療費

国民医療費の対国民所得比

（兆円） （％）

国民医療費

31

医療制度改革（05年大綱）のポイント

 予防医療の重視

 医療費の抑制
中長期（５年程度）の医療費の目安指標の設定

医療費適正化計画の策定・推進

保険給付の見直し（高齢者患者負担の見直し等）

 後期高齢者医療制度の創設
高齢者本人の保険料負担と給付の関係を明確化（→抑

制努力の促進）

 保険者の再編・統合
都道府県単位での保険料設定へ（→抑制努力の促進）

 診療報酬等の見直し
 18年度診療報酬引下げ（▲3.1％）

中央社会保健医療協議会の見直し

→ 廃止・見直しへ

→ 凍結
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高齢患者自己負担の見直し

所得層 現在 06年10月～ 08年度～

～69歳 高・中・低

現役並み ２割

中・低 ２割

現役並み ２割

中・低

70～74歳

75歳～

３割

３割

１割

３割

１割

（出所）2006年1月10日付 日本経済新聞 ※ 08年度における改訂
・ 「現役並み」の判定基準の低減
・ 自己負担増加の一時凍結

→14年度から６年遅れで実施へ

後期高齢者医療制度の見直し①

33
（出所）高齢者医療制度改革会議資料「新たな制度に関する基本資料」
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後期高齢者医療制度の見直し②

34
（出所）高齢者医療制度改革会議資料「新たな制度に関する基本資料」

35

政管健保の保険料率

（出所）2006年1月10日付 日本経済新聞
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自主学習
 社会保障における政府の役割は何故、どこまで必要か

 「低福祉・低負担」と「高福祉・高負担」、どちらを目指すべきか

 少子高齢化の中で、社会保障財政の維持可能性をどのように確保するか

 世代間の負担の公平性について、現状をどのように評価し、今後どう改めて
行くべきか

 「社会保障と税の一体改革」「社会保障改革プログラム法」をどう評価するか

 年金の一元化についてどう考えるか

 年金支給開始年齢の引上げを行うべきか

 年金の第３号被保険者の扱いをどうするか

 年金未納問題をどう考えるか

 後期高齢者医療制度の見直しをどう考えるか

【参考書の主な関連箇所】
『日本経済読本』 第10章
『ゼミナール日本経済入門』 第５章 Ⅰ－３
『ゼミナール経済政策入門』 第12章
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鈴木亘（2010）『財政危機と社会保障』 講談社現代新書


